
（参考３）

研究開発学校についてのよくある質問

研究開発学校指定までのスケジュールについて

○研究開発学校実施希望調書を提出した後、指定までのスケジュールを教えて下さい。

→ 研究開発学校の指定に当たっては、各校から提出された研究開発実施計画を教育

研究開発企画評価会議による審査に付す必要があります（教育研究開発実施要項

「９．教育研究開発企画評価会議」を参照）。また、予算の範囲内で各校に経費を支

弁する必要があることから、当該年度の予算に従い、提出された経費調書の内容に

ついて確認・査定を行う必要があります。

具体的なスケジュールとしては、

11月：希望調書提出締切

12月：教育研究開発企画評価会議の開催

１月：審査結果の連絡

２月末～３月上旬：経費の査定

４月：研究開発学校として正式に指定

といった流れになります（年度により多少異なります）。

なお、４月に研究開発学校として正式に指定されるまでは、審査結果について学

校が外部に公表することは出来ません。

指定の対象について

○私が勤務している学校は、市や県から何かの研究指定を受けているわけではありませ

ん。こうした研究実績のない学校でも指定の対象になるのでしょうか？

→ 研究実績の有無にかかわらず本制度の指定の対象となりえますので、教育課程の

改善のための研究開発に取り組みたい学校は、積極的に応募していただきたいと考

えています。

ただし、研究開発学校は、文部科学大臣の指定により、学習指導要領等の現行の

教育課程の基準によらないカリキュラムを編成・実施することを特別に認められた

学校であるため、文部科学省への報告書等の提出、連絡協議会への参加など、学校

側に課される義務も多く、研究を担当される先生の御負担は、非常に大きくなりま

す。また、研究を充実したものにするためには、校内のバックアップ体制や保護者

の理解・支援も大変重要な要素になってきます。すなわち、研究実績は必要ではあ

りませんが、先生方の熱意を含めた研究遂行のための体制は必要不可欠です。応募

に当たっては、こうした点に留意することが必要です。



○指定されている学校を見ると、公立や国立ばかりが目に付くのですが、私立は対象に

ならないのでしょうか？

→ 研究開発学校の指定の対象として、国公私の間の区別はありません。あくまで、

創意工夫を生かした特色ある研究であるか否か、当該研究の成果が他の学校へどれ

ほど適用可能であるかといった観点から審査が行われることになります。毎年、都

道府県の私学担当部署を通じて募集を行いますので、関心をお持ちの私立学校にお

かれましては、御応募いただきたいと考えています。

○指導方法や教材の開発を行いたいのですが、これらの研究開発も研究開発学校制度の

対象となりますか？

→ 研究開発学校は、教育課程の改善に資する実証的資料を得るために、学習指導要

領等の現行の教育課程の基準によらない教育課程の編成・実施を認められた学校で

す。したがって、現行の教育課程の基準の範囲内で、指導方法や教材開発について

のみの研究を行うものについては指定の対象となりません。ただし、教育課程の特

例を必要とする研究に付随して指導方法や教材の研究を行うことは十分考えられま

す。

研究費について

○研究経費の額はどれくらいなのでしょうか？

→ 研究経費の額は、研究内容、研究に参加する学校の数、地理的要因などにより、

数十万円規模から、数百万円規模までさまざまです。申請校におかれては研究に真

に必要な経費を計上して下さい。

なお、予算の範囲内で各校に経費を支弁する必要があること、また、研究上必要

な経費が計上されているかについて確認する必要があることから、提出された経費

調書の内容については文部科学省による確認・査定が行われます。よって、計上さ

れた経費については後日修正の可能性があることにご留意下さい。通常、査定は２

月末～３月に行われます。

○認められる経費項目としてはどんなものがあるのでしょうか？

→ 文部科学省は予算の範囲内で研究に必要な経費を支出することとしています（教

育研究開発実施要項「８．委託経費等」を参照）が、備品及び外国旅費に区分され

るものは認めていません。具体的な経費項目としては、人件費、謝金、旅費、借損

料、消耗品費（図書購入費）、会議費、通信運搬費、印刷製本費、雑役務費がありま

す。



その他

○指定期間は原則４年間ということですが、延長はないのでしょうか？

→ 研究開発学校の指定期間は原則４年間としており、指定期間終了後は、通常の学

校と同様、学習指導要領等の現行の基準に基づき教育課程を編成・実施しなければ

なりません。

しかしながら、現行の基準に基づく教育課程に移行するためには準備期間を要す

る場合があり得ることを考慮し、毎年学校側の希望を聴取の上、必要に応じて１年

間の指定期間の延長を認めることとしています。ただし、この場合研究費は措置さ

れません。また、４年間の指定期間で一定の研究成果をあげつつも、研究テーマの

特性等から、研究の継続によってより的確な成果が期待されるものについては、学

校側の希望を聴取の上、改めて審査を行い、必要に応じて１～３年間の指定期間の

延長を認めることもあります。

○「幼保連携型認定こども園」が対象として追加されておりますが、研究開発学校制度

においては、どの類型の認定こども園が対象になるのでしょうか？

→ 「幼保連携型認定こども園」のほか、「幼稚園型認定こども園」については、学校

教育法第１条に定める幼稚園となりますので対象となります。

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」（以

下、「認定こども園法」という。）が改正され、平成27年４月１日に施行されたこと

により、教育基本法上の「法律に定める学校」として、学校教育法第１条に定める

学校以外に、認定こども園法に基づく「幼保連携型認定こども園」が創設されたこ

とを受け、研究開発学校制度は学校を対象としており、「幼保連携型認定こども園」

を対象に加えました（学校基本調査等においても同様の扱いがされているところで

す）。

「幼保連携型認定こども園」を研究開発学校制度の対象とすることにより、より

多くの教育課程の基準の改善に資する実証的資料を得るとともに、教育課程の在り

方に関する将来の新しい可能性を探究するための先導的試行に取り組むことができ

ます。幼稚園教育要領及び保育所保育指針の作成に当たっては、教育内容の整合性

を図ってきており、また、認定こども園法上、幼保連携型認定こども園教育・保育

要領を策定するに当たっては、幼稚園教育要領及び保育所保育指針との整合性の確

保に配慮しなければならないこととされています。互いに親和性・関係性のある幼

稚園教育要領及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改善に係る検討を行う

ことは、幼稚園、認定こども園、保育所の全ての施設における幼児教育全体として

の教育の質の向上に資することが期待できます。


